
 

 

 

  

 

 

 

 

【今月の一言】 

新年度が始まってから、早半年…あっという間に

もう 10 月ですね。 

所内は、創業 30 周年を迎えたベイヒルズ税理士

法人の記念祝賀会を直前に控え、にわかに慌ただし

くなってきました。ご縁あってお付き合いさせてい

ただいているお客様方に楽しんで頂けるよう、事務

所を挙げて準備を進めています。当日の様子はまた

別の機会にでもお伝えできれば…と思います。 

それでは今月もベイヒルズ社労士事務所便りを

お届けいたします。 

 

「健康保険法及び厚生年金保険法に

おける賞与に係る報酬の取扱いについ

て」の一部改正 

◆平成 27年改正による「賞与に係る報酬」 

厚生労働省の通知「健康保険法及び厚生年金保険

法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の中

で、報酬と賞与の取扱いが定められています。大ま

かに言って、年間を通じて支払い回数が３回までの

ものは「賞与」、４回以上のものは「報酬」とされ

ています。それぞれ「標準賞与額」、「標準報酬月額」

として保険料算定の基礎にされます。 

しかし、事業者の中には保険料を安くするために、

特殊な賞与の支払い方をする例がありました。例え

ば、年間 100 万円の賞与を⒉回にわけて支払うと

標準賞与額 100 万円として保険料が算定されます

が、100 万円を 12 分割し、６月と 12 月だけ多く

支払い、その他の月は 500 円支払うとします。そ

うすると、その賞与は「報酬」になり、かつ「随時

改訂」の規定により算定され、年間の保険料は標準

賞与額によるものより安くなります。「随時改訂」

が３カ月平均で求めることを逆手に取っているわ

けです。 

これを防ぐため、平成 27 年改正により、１年間

を通じ４回以上支払われる賞与は「通常の報酬」で

はなく「賞与に係る報酬」として、１年間の支払い

合計額の 12 分の１を報酬額とすることとされ

ました。 

 

◆今般の改正による「通常の報酬」、「賞与に係

る報酬」、「賞与」の明確化 

平成 30 年７月 30 日に出された通知による

と、上記の通知に下記の２点が加わりました。 

① 通知にいう「通常の報酬」、「賞与に係る報

酬」及び「賞与」は、名称の如何にかかわら

ず、二以上の異なる性質を有するものである

ことが諸規定又は賃金台帳等から明らかな

場合には、同一の性質を有すると認められる

ものごとに判別するものであること。 

② 通知にいう「賞与」について、７月２日以

降新たにその支給が諸規定に定められた場

合には、年間を通じ４回以上の支給につき客

観的に定められているときであっても、次期

標準報酬月額の定時決定（７月、８月又は９

月の随時改定を含む。）による標準報酬月額

が適用されるまでの間は、賞与に係る報酬に

該当しないものとすること。 

 

厚生労働省の示すＱ＆Ａによると、本通知の

趣旨は、従前の通知に示す取扱いをより明確化

し徹底を図ることです。具体的には、 

①については、諸手当等の名称の如何に関わ

らず、諸規定又は賃金台帳等から、同一の性質

を有すると認められるもの毎に判別するもので

あること 

②については、諸手当等を新設した場合のよ

うな支給実績のないときに、翌７月１日までの

間は「賞与」として取り扱うものであること 

とされています。 

本通知は、周知期間を確保するため、発出か

ら半年の周知期間を設けていますが、本通知の

適用日以降に受け付けた届書から本通知による

取扱いを適用することとされており、適用日前

に受け付けた届書の内容を見直すことは要しな

いとされています。 

中小企業庁が人材育成プラットフ

ォーム「ビジログ」を提供開始 

◆中小企業庁が中小企業向けの学習プラットフ

ォームを公開 

中小企業庁は、８月 20 日から、EdTech を

活用した時間や場所にとらわれない多様な学び

のスタイルの提供の場として、中小企業従業員

向けの人材育成プラットフォーム「ビジログ」

を公開しています。 

【参考サイト】 

ビジログ https://busilog.go.jp/ 

 

◆中小企業でも人材育成が求められている 

昨今、人材育成の必要性が叫ばれているとこ

ろですが、実際に人材育成に取り組んでいる中

小企業はまだまだ少ないのではないでしょうか。 

変化の激しいビジネスの現場において、社員

の人材育成は中小企業にとっても大きな要素と

なっていますが、投入できる人員や時間、資力

もない中小企業にとっては、どうしても後回し

になってしまいがちです。 

 

◆無料で受講できる 

「ビジログ」のサイトによれば、ビジログで

は、将来、企業の事業活動の中核的な役割を担

う人材に必要な「専門知識」やその土台となる

「キャリア・オーナーシップ」と「社会人基礎

力」を学ぶためのコンテンツが用意されており、

それぞれ以下のような形式で提供されます。 

・ウェブ型（受講時間：３～10 分、 受講

方法：PC・スマホなど） 

・双方向ライブ型（受講時間１時間半、受講

方法：PC・スマホなど） 

・ワークショップ型（受講時間：６～７時間、

受講方法：集合・座学） 

これらの受講は無料となっているそうです。

まだ公開されたばかりで、これから随時情

報が提供されるようですが、動画受講のイ

メージなども確認できますので、一度のぞ

いてみてはいかがでしょうか。 

 

10 月の税務と労務の手続［提

出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の

納付 ［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出

＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

 ［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出

＜前月以降に一括有期事業を開始の場合＞ 

  ［労働基準監督署］ 

 

31 日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付

＜第３期分＞ ［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出 

＜休業４日未満、７月～９月分＞ 

  ［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付 

  ［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出 

  ［年金事務所］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第２期分＞ 

  ［郵便局または銀行］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使

用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保

険者でない場合） 

＜雇入れ・離職の翌月末日＞ ［職安］ 
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